
１ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）は、

農林物資の品質の改善などをはかるとともに、農林物資の品質に関す

る適正な表示を行なわせることにより、一般消費者の適切な商品選択

に資することを目的としています。

 法律に基づき、食品の種類ごとに表示について守るべき基準が定め

られており、違反した場合、罰則が適用される場合もあります。

 また、表示に関する基準のほか、ＪＡＳマークについてもこの法律に

より定められています。

◇加工食品のＪＡＳマーク

指示に従わなければ

◇特定ＪＡＳマーク

命令に従わなければ

◇有機ＪＡＳマーク

◇生産情報公表ＪＡＳマーク

  食品表示に関する主な法律について

品質表示基準違反

指 示 公 表

命 令 公 表

 自然人：１年以下の懲役又は
       １００万円以下の罰金
 法  人：１億円以下の罰金

（原産地の偽装表示の場合※）
 自然人：２年以下の懲役又は
       ２００万円以下の罰金
 法  人：１億円以下の罰金
※平成21年5月30日から
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２ 食品衛生法

 食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から

必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上

の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的として

います。

 法律に基づき、食品及び添加物についての表示の基準が定められ

ており、違反した場合は、罰則が適用される場合もあります。

 また、不良な食品の消費による食中毒の発生などの事故を防止する

観点から、飲食店や食品製造業者の許可制度もこの法律により定め

られています。

従わなければ

表示違反

軽微な違反 重大な違反

  表示の改善

  自主回収

  営業 禁・停止命令

  回収・廃棄命令

  営業許可の取り消し

 
 自然人：２年以下の懲役又は
       ２００万円以下の罰金

 法  人：１億円以下の罰金

罰 則

販売、営業上の使用等禁止



３ 不当景品類及び不当表示防止法

 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法）は、不当な表示による

顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を

阻害するおそれのある行為を制限及び禁止について定めることにより、

一般消費者の利益を保護することを目的としています。

 法律に基づき、不当表示の禁止の類型が定められており、違反した

場合は、罰則が適用される場合もあります。

 また、不当表示に関する規定のほか、公正競争規約についても、この

法律により定められています。

 別産地の牛肉を「高級松坂牛」などと表示した場合

 別産地の豚肉を「鹿児島産黒豚」などと表示した場合

 （例）不当な二重価格表示

  実際には、1万円で販売したことがないのに「当店通常

  価格1万円の品を今なら5千円」などと表示する など

  原産国告示違反の例

（例）「輸入牛肉」を「国産牛肉」と表示して販売する場合
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 有 利 誤 認         （第1項２号）

  商品又は役務の価格その他の取引条件についての
 不当表示

不
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の
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（
第
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条

）

  その他消費者に誤認されるおそれのある表示

                     （第1項第3号）
  （公正取引委員会が指定する表示）
   ○商品の原産国に関する不当表示
    ○おとり広告に関する表示  など

 優 良 誤 認         （第1項１号）
 
 商品又は役務の品質、規格その他内容についての
 不当表示


